
 

平成１８年度当初予算 施策別概要 

 
                                          32301 安心な消費生活を営むことができる環境づくり              

（生活部） 

（主担当部局：生活部）      32302 相談・苦情対応の充実         （生活部）                            

 

＜施策の目的＞ 

（対象）消費者が 

（意図）消費者制度に基づき合理的な消費活動を行っている 

 

＜施策の数値目標＞ 

目 標 項 目  Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 Ｈ１８年度 

目標値 15.0       15.2 13.4 16.0 消費生活相談における

被害を受ける前段階で

の相談の割合（％） 実績値       14.8 10.7 13.5      

  ※県民生活センターに寄せられる消費生活に関する相談等のうち、契約等に際しての事前 

    相談や悪徳商法等に関する情報収集等が占める割合 

 
＜平成１８年度に残っている課題＞ 

① 規制緩和や高度情報化の進展などを背景に、消費者のライフスタイルが多様化する中で、 

商取引や商品の多様化・複雑化が進み、消費者と事業者の間で情報量及び質並びに交渉力

等の格差が広がってきています。さらに、消費者基本法の改正により、消費者も保護され

る者から自立した主体として一層の自己責任が求められていることから、消費者の判断能

力、交渉能力を高めるための支援がより重要となってきています。 

  

② 平成 17年度の 10月末現在における県への消費生活相談件数は、不当請求・架空請求に

関する苦情相談件数の大幅な減少に伴い、対前年同月比 39.6％減の 5,957 件となりました

が、消費者取引・消費者トラブルにおける被害を未然に防止するため、引き続き、適切な

情報提供や消費生活相談の充実を図っていくことが必要です。 
 
＜平成１８年度の施策の取組方向＞ 

① 多様な広報媒体を活用した効果的な消費者啓発を展開するとともに、消費者団体等が主体的

に取り組む啓発活動への支援を引き続き推進します。 

また、全国消費生活情報ネットワーク等を活用した迅速な情報収集とタイムリーな情報提供

を進め、この中で、特に急増している電子商取引による消費者トラブルへの対応についても引

き続き推進します。 

さらに、在宅高齢者世帯やこれから社会に出ていく若年者の被害の未然防止を図るため、民

生委員やホームヘルパー等福祉関係者への啓発や、教育委員会との連携による生徒を対象とし

た消費者啓発についても引き続き推進します。 

 

② 県における消費生活相談については、相談員の個人情報保護も含めた専門性の向上を図ると

ともに、関係機関との連携による迅速な情報収集に努めながら、より適切な助言・あっせん・

３２３ 安心な消費生活の確保 



 

情報提供を実施します。 

  また、オペレーターによる電話相談や 24時間対応の音声自動応答装置による消費生活

情報の提供を行うコールセンターにおける消費生活相談についても、引き続き取り組んで

いきます。 
   さらに、近年、消費者が商品やサービスに関連してトラブルに巻き込まれることが多く発生

していることから、事業者に対しては、関係法令等に基づく調査指導、立入検査を行うことに

より、商品などの安全性及び適正な表示並びに取引の適正化を確保します。 

 

＜主な事業＞ 

① 消費者啓発事業【基本事業名：32301 安心な消費生活を営むことができる環境づくり】 

  当初予算額：⑰ ３，０２３千円  → ⑱ ２，３５４千円 

  事業概要：消費者被害を未然防止し、県民が豊かで安心できる消費生活を確保できるよう              

各種講座の開催やさまざまな広報媒体を活用した情報提供・啓発活動を推進しま

す。 

 

②（重）消費生活パワーアップ地域支援事業 

【基本事業名：32301 安心な消費生活を営むことができる環境づくり】 

  当初予算額：⑰ １０，３１８千円 → ⑱ １１，５９９千円 

  事業概要：消費生活に関する正しい知識や情報の提供を目的とするイベントの開催、消費者

団体等が実施する啓発活動への支援等を行うとともに、音声自動応答の電話サー

ビスシステムを活用した２４時間体制による消費生活情報の提供等を行います。 

 

③ 苦情対応強化事業【基本事業名：32302 相談・苦情対応の充実】 

  当初予算額：⑰ ２３，８８８千円 → ⑱ ２４，２６１千円 

  事業概要：県民生活センターにおいて、相談員の一層の資質向上を図りながら消費生活相談

を実施し、消費者からの相談・苦情に迅速・適切に対応します。 


